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検討結果事項の整理について 
 

分科会検討結果 

（「条例に盛り込むべき事項」） 

構成の整理 

（分科会検討結果の順序の入替） 
文言の整理 備 考 

 

 

（まちの歴史，文化や環境） 

◎ 条例に盛り込むべきと考えられるキーワードは

次のとおり。 

ア 日光連山から続く山並みのふもと 

イ 鬼怒川を有することに由来する肥沃な土壌，

豊富な水・緑，農環境 

ウ 災害が少なく，恵まれた自然環境 

エ 門前町，城下町 

オ 関東平野の中心 

・ 「二荒山（の杜）」については，宇都宮のルーツ

であり入れるべきという意見と，宗教性が深く適

さないという意見の双方があった。 

 

（過去・現在における自治への取組） 

◎ 条例に盛り込むべきと考えられるキーワードは

次のとおり。 

ア 過去，（戦災等による焼失等の）幾多の困難を

乗り越えてきたこと。 

イ 平和，福祉，環境等に配慮した取組を行って

きたこと。 

※ 表現は不明確なものにならないよう注意す

る。 

・ 上記イの「平和，福祉，環境等」というキーワ

ードを入れるならば，他の事項も検討すべきであ

り（例えば教育等），これらは記載すべきではない

という意見があった。 

 

 

 

 

 

（新たな自治のかたちやまちのあるべき姿） 

 

＜前 文＞ 

 

○ 宇都宮市は，日光連山から続く山並みのふもと，

関東平野の中心にあり，鬼怒川を有することに由

来する豊富な水・緑，肥沃な土壌をはじめとする，

災害が少なく恵まれた自然に支えられ，古くから

二荒の杜を中心に，門前町，城下町として発展し

てきたこと。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 近年は，戦災によるまちの焼失等の幾多の困難

を乗り越え，平和，福祉，環境等に配慮しつつ，

まちづくりを進めていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ この宇都宮市に住み，学び，働く私たちは，個

人として，また，企業や各種団体の一員として，

まちを構成するとともに，まちづくりの担い手の

一人として，社会的責任を有していること。 

 

 

＜前 文＞ 

 

○ 宇都宮市は，日光連山から続く山並みのふもと，

関東平野の中心にあり，鬼怒川に由来する豊富な

水，緑，肥沃な大地をはじめとする，恵まれた自

然に支えられ，古くから二荒の杜を中心に，門前

町，宿場町，城下町として発展してきたこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 近年は，戦災によるまちの焼失等の幾多の困難

を乗り越え，均衡のとれた都市として成長を続け

ていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ この宇都宮市に住み，学び，働く私たちは，個

人として，また，企業や各種団体の一員として，

まちを構成するとともに，まちづくりの担い手の

一人として，社会的責任を有していること。 

 

 

 

 

 

文言の整理 

 

 

宿場町を追加（第１４回考える

会議の意見より） 

 

 

 

 

 

 

 

明治以降の市の歩みをより明確

に表現できる文言を検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前文の主語となる者（私たち＝

「市民」）を明確化 

社会を構成する一員としての責

任を追加 

 

資料１ 
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分科会検討結果 

（「条例に盛り込むべき事項」） 

構成の整理 

（分科会検討結果の順序の入替） 
文言の整理 備 考 

以下の２とおりの書き方を検討していく。 

（案１）目指すべき「新たな自治のかたち」，「まち

のあるべき姿」のみを記載する書き方 

◎ 環境にも配慮しつつ，農・商・工のバラン

スをとりながら活力をもって発展していくこ

とができるなどの，より住みやすいまちを構

築しようとしていること。 

◎ 多種多様な人々がお互いを尊重しながら共

生できていけるなどの，より思いやりのある

社会を構築しようとしていること。 

（案２）市民福祉の本質的なところにも触れる書き

方 

◎ 未来を指向し，新しい何かを求め，創って

いこうとするなかで，より住みやすいまちを

構築していこうとしていること。 

◎ やさしさをもち，お互いを思いやっていこ

うとするなかで，より思いやりのある社会を

構築していこうとしていること。 

 

・ 自治の理念（向かうべきまちのかたち）の実現

に向けての市民の主体性と，市政への参加，市民

と市の協働の重要性 

 

 

 

（自治基本条例を制定することの意義や決意） 

・ 自治の理念を明らかにし，市民等，自治を担う

者の協調のあり方，権利と責務，自治の基本的な

仕組みを定め，市民主体のまちづくり・市民主権

を確立して，公共的な市民の福祉を向上させてい

くために，この条例を制定すること。 

 

 

 

（条例の目的） 

・ 自治の理念を明らかにし，市民等，自治を担う

○ 私たちは，この地において，未来を指向し，新

しい何かを求め，創っていこうとする中で，より

住みやすいまちを構築していきたいと考えている

こと。 

○ また，私たちは，やさしさをもち，お互いを思

いやっていこうとする中で，より思いやりのある

社会を構築していきたいと考えていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ このようなまち，社会を実現し，市民の福祉を

増進していくためには，市民，企業や各種団体，

市それぞれが社会に果たす役割を認識しながら，

人を敬い，物を大切にする心を持ちつつ，協働す

ることによって公共的活動を行い，自治を担って

いくことが重要であること。 

 

○ 私たちは，市民に最も身近な自治が，どのよう

なものであるべきかを話し合った成果として，こ

こに，宇都宮市の自治の最も基本的な事項を定め

る宇都宮市自治基本条例を制定すること。 

 

 

＜総 則＞ 

 

（目的） 

○ この条例は，自治の理念を明らかにし，私たち

○ 私たちは，この地において，未来を見つめ，新

しい何かを求め，創っていこうとする中で，互い

に共通する思いとして，より住みやすいまちを構

築していきたいと考えていること。 

○ また，私たちは，まわりの人々も幸せにしてい

こうというやさしさを持ち，思いやりのある社会

を構築していきたいと考えていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ このようなまち，社会を実現し，市民の福祉を

増進していくためには，市民，企業や各種団体，

市それぞれが社会に果たす役割を認識しながら，

人を敬い，物を大切にする心を持ちつつ，協働す

ることによって公共的活動を行い，自治を担って

いくことが重要であること。 

 

○ 私たちは，市民に最も身近な自治が，どのよう

なものであるべきかを話し合った成果として，こ

こに，宇都宮市の自治の最も基本的な事項を定め

る宇都宮市自治基本条例を制定すること。 

 

 

＜総 則＞ 

 

（目的） 

○ この条例は，自治の理念を明らかにし，私たち

文言の平易化 

平易化のため追加 

 

 

文言の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目的規定と重複することから，

文言を整理 
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分科会検討結果 

（「条例に盛り込むべき事項」） 

構成の整理 

（分科会検討結果の順序の入替） 
文言の整理 備 考 

者の協調のあり方，権利と責務，自治の基本的な

仕組みを定め，市民主体のまちづくり・市民主権

を確立して，公共的な市民の福祉を向上させてい

くために，この条例を制定すること。 

 

 

・ 自治とは，公共的な市民の福祉を増進させるた

めの，公共的活動をいうこと。 

・ 自治には，市民等のみにより担われる部分，市

民等と市の協力により担われる部分，市のみによ

り担われる部分（行政活動）があること。 

 

 

 

 

 

 

 

〔・ 市民等 

市民，地域活動団体，非営利活動団体，事業者

及びその他各種団体〕 

〔・ 市民 

市内に住む人，市内で働く人及び学ぶ人（在住

外国人を含む。〕 

〔・ 地域活動団体 

自治会その他の，地域で自主的に活動を行う，

地域に根ざして形成された団体〕 

〔・ 非営利活動団体 

公共的な課題に関して，自主的に活動を行う団

体で，地域活動団体以外の非営利活動を行う団体〕

〔・ 事業者 

市内において事業活動を行うもの〕 

 

 

〔・ 地域コミュニティ 

市民等が互いに助け合い，豊かな暮らしを築く

自治を担う者の協調のあり方，権利と責務，自治

の基本的な仕組みを定め，市民主体のまちづくり

を確立し，公共的な市民の福祉を増進していくこ

とを目的とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（定義） 

○ この条例において，次の各号に掲げる用語の意

義は，それぞれ当該各号に定めるところによる。

○ 各主体 市民，地域活動団体，非営利活動団

体，事業者，その他各種団体及び市のそれぞれ

をいうこと。 

○ 市民等 市民，地域活動団体，非営利活動団

体，事業者及びその他各種団体をいうこと。 

 

○ 市民 市内に住む人，働く人及び学ぶ人をい

い，在住外国人を含むこと。 

 

○ 地域活動団体 自治会その他の，地域で自主

的に活動を行う，地域に根ざして形成された団

体をいうこと。 

○ 非営利活動団体 公共的な課題に関して，自

主的に活動を行う団体で，前号以外の非営利に

活動する団体をいうこと。 

○ 事業者 市内において事業活動を行うものを

いうこと。 

○ 市 市議会及び執行機関により構成されるも

のをいうこと。 

○ 地域コミュニティ 市民等が互いに助け合

い，豊かな暮らしを築くことを目的として，自

自治を担う者の協働のあり方，権利と責務，自治

の基本的な仕組みを定めることにより，市民主体

のまちづくりを確立し，市民の福祉を増進してい

くことを目的とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（定義） 

○ この条例において，次の各号に掲げる用語の意

義は，それぞれ当該各号に定めるところによる。 

○ 各主体 市民，地域活動団体，非営利活動団

体，事業者，その他各種団体及び市のそれぞれ

をいうこと。 

○ 市民等 市民，地域活動団体，非営利活動団

体，事業者及びその他各種団体をいうこと。 

 

○ 市民 市内に住む人，働く人及び学ぶ人をい

うこと。 

 

○ 地域活動団体 自治会その他の，地域で自主

的に公共的活動を行う，地域に根ざして形成さ

れた団体をいうこと。 

○ 非営利活動団体 公共的な課題に関して，自

主的に活動を行う団体で，前号以外の非営利に

活動する団体をいうこと。 

○ 事業者 市内において事業活動を行うものを

いうこと。 

○ 市 市議会及び執行機関により構成されるも

のをいうこと。 

○ 地域コミュニティ 市民が集うことにより必

然的に築かれる人と人とのつながりをいうこ

 

 

自治が増進を目指す市民福祉が

「公共的な」ものであることは，

逐条解説に移行 

 

逐条解説に移行 

 

４頁「定義」（協働）へ統合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在住外国人を明確化する必要は

ないことから削除 

 

文言の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言の整理（地域コミュニティ

の目的は，１１頁「自助，互助，
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分科会検討結果 

（「条例に盛り込むべき事項」） 

構成の整理 

（分科会検討結果の順序の入替） 
文言の整理 備 考 

ことを目的として，自然発生的に構成される人と

人とのつながり〕 

〔・ 市民協働とは，市民，地域活動団体（非営利

活動団体を含む），事業者及び市が共通の目標を実

現するため，互いに情報を共有し合い，対等の立

場に立って，相互に信頼し，理解し及び尊重し合

いながら，役割と責任を担い合い，互いの特性や

能力を発揮し合いながら連携及び協力して，効果

的に自治に取り組むことをいうこと。〕 

 

 

 

 

（位置付け） 

・ 市は，条例の制定，政策の実施等に当たり，こ

の条例の趣旨を尊重しなければならないこと。 

 

 

 

 

 

（自治の基本理念） 

◎ 「市民主体のまちづくりを進める」又は「市民

主権を確立する」ことによって「１－１前文(4)

新たな自治のかたちやまちのあるべき姿」（より住

みやすいまち，より思いやりのある社会）の実現

を目指し，公共的な市民の福祉を向上させていく

ことを記載する。 

 

（自治の基本原則） 

 

（自己決定・自己責任） 

・ 自治を担う各主体は，自ら考え，決定し，自ら

の発言，行動に責任を持つこと。 

 

（個人の尊重） 

然発生的に構成される人と人とのつながりをい

うこと。 

○ 協働 市民，地域活動団体，非営利活動団体，

事業者及び市が共通の目標を実現するため，互

いに情報を共有し合い，対等の立場に立って，

相互に信頼し，理解及び尊重し合いながら，役

割と責任を担い合い，お互いの特性や能力を発

揮し合いながら連携及び協力して，効果的に自

治に取り組むことをいうこと。 

 

 

 

 

（この条例の位置付け） 

○ 市は，条例の制定，政策の実施等に当たり，こ

の条例の趣旨を尊重しなければならないこと。 

 

＜自治の理念と基本原則＞ 

 

＜自治の理念＞ 

 

（自治の理念） 

○ 私たちは，市民主体のまちづくりを進める，ま

たは住民主権を確立することで，より住みやすい

まち，より思いやりのある社会の構築をはじめと

する，公共的な市民の福祉をさらに増進させるこ

とを目指すこと。 

 

 

＜基本原則＞ 

 

（自己決定，自己責任） 

○ 自治を担う各主体は，自ら考え，決定し，自ら

の発言，行動に責任を持つこと。 

 

（個人の尊重） 

と。 

 

○ 協働 各主体が市民の福祉の増進という共通

の目標を実現するため，互いに情報を共有し合

い，対等の立場に立って，相互に信頼し，理解

及び尊重し合いながら，役割と責任を担い合い，

お互いの特性や能力を発揮し合いながら連携及

び協力して，効果的に自治に取り組むことをい

うこと。 

○ 市政 執行機関が行い，または参加して行う

行政サービスの提供その他の公共的活動をいう

こと。 

 

（この条例の位置付け） 

○ 市は，条例の制定，政策の実施等に当たり，こ

の条例の趣旨を尊重しなければならないこと。 

 

＜自治の理念と基本原則＞ 

 

＜自治の理念＞ 

 

（自治の理念） 

○ 私たちは，市民主体のまちづくりを確立するこ

とで，市民の福祉をさらに増進していくことを目

指すこと。 

 

 

 

 

＜基本原則＞ 

 

（自己決定，自己責任） 

○ 各主体は，自ら考え，決定し，自らの発言，行

動に責任を持つこと。 

 

（個人の尊重） 

共助，公助」に移行） 

 

市民のみで行われるパート，行

政のみで行われるパートを含

む。（＝全体集合） 

 

 

 

 

理解の補助のために追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言の整理 
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分科会検討結果 

（「条例に盛り込むべき事項」） 

構成の整理 

（分科会検討結果の順序の入替） 
文言の整理 備 考 

・ 市民等の権利が尊重され，その個性及び能力が

公共的活動（まちづくり）に生かされるよう努め

ること。 

 

（協働・参画） 

◎ すべてのまちづくりの主体（市民，地域活動団

体，非営利活動団体，事業者及び市）が共通の目

標を実現するために，対等の立場に立って，相互

の信頼と合意のもと，役割と責任を担い合い，お

互いの特性や能力を発揮し合いながら連携・協力

して，効果的に自治に取り組むこと。（市民協働推

進指針より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（情報共有） 

・ 個人情報の保護に配慮しつつ，市民と市の間，

市民間において，公共的活動（まちづくり）に関

する情報の共有を図ること。 

 

 

〔◎ 市民は，人の生命，身体，健康又は財産に及

ぶ危険を回避するため，市政又は地域活動に自己

の情報を提供することに協力しなければならない

こと。〕 

 

（人づくり） 

◎ 他者を理解し共により良く生きるため，自己決

○ 各主体は，市民等の権利が尊重され，その個性

及び能力が自治に生かされるよう努めること。 

 

 

（協働） 

○ 自治を担う各主体は，共通の目標を実現するた

めに，対等の立場に立って，相互の信頼と合意の

もと，役割と責任を担い合い，お互いの特性や能

力を発揮しあいながら連携・協力して，効果的に

自治に取り組んでいくこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（情報の共有） 

○ 市民，地域活動団体，非営利活動団体，事業者

及び市の各主体は，個人情報の保護に配慮しつつ，

それぞれが保有する地域の課題及び地域の課題を

解決するための活動に関する情報の共有に努める

こと。 

 

 

 

 

 

（人づくり） 

○ 各主体は，他者を理解し共により良く生きよう

○ 各主体は，市民等の権利が尊重され，その個性

及び能力が自治に生かされるよう努めること。 

 

 

（協働） 

○ 各主体は，自治の推進に当たり，協働すること

に努めること。 

 

 

 

 

 

 

（公共的活動の意思決定） 

○ 各主体は協力して，議会における議決をはじめ

として，多様な段階，方法により，公共的活動と

して何を行うべきかを考え，話し合い，決定して

いくこと。 

○ 各主体は協力して，計画を立てて公共的活動を

行い，その結果を検証するとともに，その結果に

ついて各主体全てがそれぞれの役割・負担に応じ

た責任を負うこと。 

 

（情報の共有） 

○ 各主体は，個人情報の保護に配慮しつつ，それ

ぞれが保有する公共的課題及び公共的活動に関す

る情報の共有に努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

（人づくり） 

○ 各主体は，他者を理解し共により良く生きよう

 

 

 

 

 

定義条項との重複を整理 

 

 

 

 

 

 

 

公共の範囲は常に変動するた

め，各主体の議論の中で決定し

ていかなければならないことを

規定 

 

 

 

 

 

 

 

文言の整理 

 

 

 

 

プライバシー権（自己情報のコ

ントロール権）との兼ね合い，

個別的事項であることから第１

項に統合 
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分科会検討結果 

（「条例に盛り込むべき事項」） 

構成の整理 

（分科会検討結果の順序の入替） 
文言の整理 備 考 

定・自己責任のもと，主体的に地域の課題を解決

し，自治を担うことができる人物を育成していく

こと。（人づくりビジョンの解説より） 

 

（社会資源の利活用） 

◎ 各主体は，自治の推進に当たっては，それぞれ

が有効に社会資源を利活用するとともに，自ら社

会資源を創出し，相互に提供し合うよう努めてい

くこと。 

 

 

 

（市民の分類，定義） 

・ 市民 

市内に住む人，市内で働く人及び学ぶ人（在住

外国人を含む。） 

・ 地域活動団体 

自治会その他の，地域で自主的に活動を行う，

地域に根ざして形成された団体 

・ 非営利活動団体 

公共的な課題に関して，自主的に活動を行う団

体で，地域活動団体以外の非営利活動を行う団体

・ 事業者 

市内において事業活動を行うもの 

・ 市民等 

市民，地域活動団体，非営利活動団体，事業者

及びその他各種団体 

・ 地域コミュニティ 

市民等が互いに助け合い，豊かな暮らしを築く

ことを目的として，自然発生的に構成される人と

人とのつながり 

 

（市民の権利） 

・ 市民は，個人として尊重され，行政サービスの

提供を受け，市民としての幸せを求めていく権利

を有すること。 

とする姿勢を持ち，積極的に対話することを通し

て主体的に公共的課題を解決できる人材の育成

を，協力して行うこと。 

 

（社会資源の利活用等） 

○ 各主体は，自治の推進に当たっては，それぞれ

が有効に社会資源を利活用するとともに，自ら社

会資源を創出し，相互に提供し合うよう努めるこ

と。 

 

＜市民等の権利と責務＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（市民の権利） 

○ 市民は，個人として尊重され，市民としての幸

せを求めていく権利を有すること。 

 

とする姿勢を持ち，積極的に対話することを通し

て主体的に公共的課題を解決できる人材の育成

を，協力して行うこと。 

 

（社会資源の利活用等） 

○ 各主体は，自治の推進に当たっては，それぞれ

が有効に社会資源を利活用するとともに，自ら社

会資源を創出し，相互に提供し合うよう努めるこ

と。 

 

＜市民等の権利と責務＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（市民の権利） 

○ 市民は，個人として尊重され，市民としての幸

せを求めていく権利を有すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３頁「定義」へ移行 
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分科会検討結果 

（「条例に盛り込むべき事項」） 

構成の整理 

（分科会検討結果の順序の入替） 
文言の整理 備 考 

・ 市民は，（本市の発展及び快適な社会の形成を支

えるため，）市政に参画する権利を有すること。 

 

・ 市民は，市政及び公共的活動に関する情報の提

供を受ける権利を有すること。 

 

 

 

（市民の責務） 

・ 市民は，（本市の発展及び快適な社会の形成を支

えるため，）自主的判断で，地域活動その他のまち

づくりに参加するとともに，自らの発言及び行動

に責任を持たなければならないこと。 

・ 市民は，地域での人と人との交流を大切にし，

自然に連帯感が醸成されるよう努めなければなら

ないこと。 

◎ 市民は，人の生命，身体，健康又は財産に及ぶ

危険を回避するため，市政又は地域活動に自己の

情報を提供することに協力しなければならないこ

と。 

・ 市民は，（本市の発展及び快適な社会の形成）に

伴う負担を分任していかなければならないこと。

・ 市民は，市政に参加する権利を全うするため，

市政に関する情報の収集その他の方法で，日々，

自己研鑽に努めていかなければならないこと。 

 

（地域活動団体の責務） 

・ 地域活動団体は，それぞれの団体が協力し，地

域の一体感の醸成に努めるとともに，市政に対す

る地域の意見がある場合には，市民の意見を聴き，

集約を図るよう努めなければならないこと。 

・ 地域活動団体は，それぞれの団体が情報交流に

努め，地域内及び地域間のネットワークづくりに

努めなければならないこと。 

・ 地域活動団体は，地域に住む市民との情報共有

に努めるとともに，当該団体が有する情報を積極

○ 市民は，本市の発展及び快適な社会の形成を支

えるため，市政に参画する権利を有すること。 

 

○ 市民は，市政及び公共的活動に関する情報の提

供を受ける権利を有すること。 

○ 市民はそれぞれが，自らに応じた行政サービス

を受けることができること。 

 

（市民の責務） 

○ 市民は，本市の発展及び快適な社会の形成を支

えるため，自主的判断で，地域活動その他のまち

づくりに参加するとともに，自らの発言及び行動

に責任を持たなければならないこと。 

○ 市民は，地域での人と人との交流を大切にし，

自然に連帯感が醸成されるよう努めなければなら

ないこと。 

○ 市民は，人の生命，身体，健康又は財産に及ぶ

危険を回避するため，市政又は地域活動に自己の

情報を提供することに協力しなければならないこ

と。 

○ 市民は，本市の発展及び快適な社会の形成に伴

う負担を分任すること。 

○ 市民は,市政に参加する責務を全うするため，市

政に関する情報の収集その他の方法で，日々，自

己研鑽に努めなければならないこと。 

 

（地域活動団体の責務） 

○ 地域活動団体は，それぞれの団体が協力し，地

域の一体感の醸成に努めるとともに，市政に対す

る地域の意見がある場合には，市民の意見を聴き，

集約を図るよう努めなければならないこと。 

○ 地域活動団体は，それぞれの団体が情報交流に

努め，地域内及び地域間のネットワークづくりに

努めなければならないこと。 

○ 地域活動団体は，地域に住む市民との情報共有

に努めるとともに，当該団体が有する情報を積極

○ 市民は，まちを構成し，社会的責任を有する者

として，市民の福祉の増進のため，公共的活動に

参画する権利を有すること。 

○ 市民は，公共的活動を行うために，これに関す

る情報を求めることができること。 

○ 市民はそれぞれが，自らに応じた行政サービス

を受けることができること。 

 

（市民の責務） 

○ 市民は，まちを構成し，社会的責任を有する者

として自主的かつ自律的に公共的活動に参加する

とともに，自らの発言及び行動に責任を持たなけ

ればならないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 市民は，公共的活動の計画及び実施に伴う負担

を分任すること。 

○ 市民は,公共的活動に参画し，遂行するために必

要な知識の習得及び技術の向上のため，自己研鑽

に努めること。 

 

（地域活動団体の責務） 

○ 地域活動団体は，地域内の市民の対話を促し，

市民が公共的課題を共有できるようにし，地域内

の市民の意見の集約を図り，公共的活動を行うこ

とで，地域の課題の解決に努めること。 

○ 地域活動団体は，それぞれが協力し，つながり

を強く確かにし，情報を共有することに努めるほ

か，その他の各主体とも同様に協力して，つなが

りの強化と情報共有に努めること。 

 

文言の整理 

 

 

文言の整理 

 

第１項から分離 

 

 

 

文言の整理 

 

 

 

１１頁「自助，互助，共助，公

助」へ移行 

 

５頁「情報の共有」へ移行 

 

 

 

文言の整理 

 

文言の整理 

 

 

 

 

文言の整理 

 

 

 

文言の整理 
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分科会検討結果 

（「条例に盛り込むべき事項」） 

構成の整理 

（分科会検討結果の順序の入替） 
文言の整理 備 考 

的に発信していくよう努めなければならないこ

と。 

 

（非営利活動団体の責務） 

・ 非営利活動団体は，互いに助け合いの精神の下，

行政サービスでは満たされない部分の市民ニーズ

にこたえ，市民の幸せづくりを支えるよう努めて

いかなければならないこと。 

・ 非営利活動団体は，それぞれの団体が情報交流

に努め，ネットワークづくりに努めなければなら

ないこと。 

・ 非営利活動団体は，市民との情報共有に努める

とともに，当該団体が有する情報を積極的に発信

していくよう努めなければならないこと。 

 

（事業者の責務） 

◎ 事業者は，市政及び公共的活動に協力し，貢献

するとともに，市民の住環境及び地球環境に配慮

し，企業の社会的責任を果たさなければならない

こと。 

◎ 事業者は，従業員の健康と幸せを考慮し，子育

て，介護，ボランティア等の従業員が家庭又は地

域社会で求められる活動に円滑に参加できるよう

配慮しなければならないこと。 

◎ 事業者は，事業活動を行うに当たり，地域社会

に貢献できる人の育成の視点を持ち，従業員の仕

事と生活の調和を保ちながらも，生産性の向上が

持続できるよう努めなければならないこと。 

 

（地域コミュニティの責務） 

◎ 市民等は，地域でできること，又は自らできる

ことは，市民等自らが率先して行い，国及び地方

公共団体と適切に役割と責任を担い合い，自立に

努めなければならないこと。 

◎ 市民等は，人づくりの要となる子育てが地域の

連携の下に行われるよう協力していかなければな

的に発信していくよう努めなければならないこ

と。 

 

（非営利活動団体の責務） 

○ 非営利活動団体は，互いに助け合いの精神のも

と，行政サービスでは満たされない部分の市民ニ

ーズにこたえ，市民の幸せづくりを支えるよう努

めていかなければならないこと。 

○ 非営利活動団体は，それぞれの団体が情報交流

に努め，ネットワークづくりに努めなければなら

ないこと。 

○ 非営利活動団体は，市民との情報共有に努める

とともに，当該団体が有する情報を積極的に発信

していくよう努めなければならないこと。 

 

（事業者の責務） 

○ 事業者は，市政及び公共的活動に協力し，貢献

するとともに，住民の住環境に配慮し，企業の社

会的責任を果たさなければならないこと。 

 

○ 事業者は，従業員の健康と幸せを考慮し，子育

て，介護，ボランティア等の従業員が家庭又は地

域社会で求められる活動に円滑に参加できるよう

配慮しなければならないこと。 

○ 事業者は，事業活動を行うに当たり，地域社会

に貢献できる人の育成の視点を持ち，従業員の仕

事と生活の調和を保ちながらも，生産性の向上が

持続できるよう努めなければならないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（非営利活動団体の責務） 

○ 非営利活動団体は，互いに助け合いの精神のも

と，各主体を先導または補完して，市民の要望に

応え，社会的使命を果たし，市民の福祉を増進す

るよう努めること。 

○ 非営利活動団体は，それぞれが協力し，つなが

りを強く確かにし，情報を共有することに努める

ほか，その他の各主体とも同様に協力して，つな

がりの強化と情報共有に努めること。 

 

 

 

（事業者の責務） 

○ 事業者は，まちを構成し，社会的責任を有する

一員として，自主的かつ自律的に公共的活動に参

加するとともに，自らの発言及び行動に責任を持

たなければならないこと。 

○ 事業者は，従業員の業務と私的活動，公共的活

動の調和を考慮しながら，従業員が円滑に公共的

活動に参加できるよう努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言の整理 

 

 

 

文言の整理 

 

 

 

 

 

 

 

文言の整理（７頁「市民の責務」

参照） 

 

 

文言の整理 

 

 

 

生産性の向上は事業者が自主的

に目指す問題であり，条例に記

載するのは適切でない。従業員

のワークライフバランスは第２

項で規定 

１１頁「自助，互助，共助，公

助」へ移行 
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分科会検討結果 

（「条例に盛り込むべき事項」） 

構成の整理 

（分科会検討結果の順序の入替） 
文言の整理 備 考 

らないこと。 

◎ 市民等は，地域コミュニティにおいて，自らが

担い手であることを認識し，市民等の世代間及び

文化間の交流を通じ，地域を愛し，地域に貢献す

る心が醸成されるよう努めなければならないこ

と。 

 

 

 

（議会の役割と責務） 

・ 議会は，直接選挙により選ばれた代表者である

議員によって構成される意思決定機関であり，市

民の意思が市政に反映されるよう努めること。 

 

・ 議会は，市政運営が適正に行われるよう，監視

機能，政策立案機能等の役割を果たすこと。 

・ 議会は，積極的に情報提供を行うことにより，

市民との情報共有を図るとともに，市民への説明

責任を果たすこと。 

 

（議員の責務） 

・ 議員は，市民の代表者として，市民全体の利益

及び福祉の向上を図るため，自らの役割と責務を

認識し，公正かつ誠実に職務を遂行すること。 

・ 議員は，市民全体の利益及び福祉の向上を図る

ため，自己研鑽に努めること。 

・ 議員は，自らの議員活動の状況について，積極

的に市民に情報を公開していくこと。 

 

 

 

（執行機関の役割と責務） 

・ 執行機関は，資源・財源を有効に活用しながら，

公正かつ誠実に事務を管理し，執行すること。 

〔・ 執行機関は，市民の意向の把握に努めるとと

もに，互いに連携を図り，総合的な行政サービス

 

 

 

 

 

 

 

＜議会の役割と責務＞ 

 

（議会の役割と責務） 

○ 議会は，直接選挙により選ばれた代表者である

議員によって構成される意思決定機関であること

から，市民の意思が市政に反映されるよう努める

こと。 

○ 議会は，市政運営が適正に行われるよう調査し，

監視機能，政策立案機能等を果たすこと。 

○ 議会は，積極的に情報を提供することにより，

市民との情報の共有を図るとともに，市民への説

明責任を果たすよう努めること。 

 

（議員の責務） 

○ 議員は，市民の代表者として，市民全体の利益

及び福祉の向上を図るため，自らの役割と責務を

認識し，公正かつ誠実に職務を遂行すること。 

○ 議員は，市民全体の利益及び公共的な福祉の向

上を図るため，自己研鑽に努めること。 

○ 議員は，自らの議員活動の状況について，積極

的に市民に情報を公開することに努めること。 

 

＜執行機関の役割と責務＞ 

 

（執行機関の役割と責務） 

○ 執行機関は，資源・財源を有効に活用しながら，

市の事務を公正かつ誠実に管理し，執行すること。

○ 執行機関は，市長のもと，市民の意向の把握に

努めるとともに，互いに連携を図り，総合的な行

 

 

 

 

 

 

 

＜議会の役割と責務＞ 

 

（議会の役割と責務） 

○ 議会は，市民の意思が市政に反映され，市民全

体の福祉の増進が図られるよう努めること。 

 

 

○ 議会は，市政運営が適正に行われるよう調査，

監視するとともに，政策立案等を行うこと。 

○ 議会は，市民に積極的に情報を提供することに

より，情報の共有を図るとともに，説明責任を果

たすよう努めること。 

 

（議員の責務） 

○ 議員は，市民の代表者として，市民全体の福祉

の増進を図るため，自らの役割と責務を認識し，

公正かつ誠実に職務を遂行すること。 

○ 議員は，職務の遂行に必要な知識の習得及び技

能の向上のため，自己研鑽に努めること。 

○ 議員は，自らの議員活動の状況について，積極

的に市民に情報を公開することに努めること。 

 

＜執行機関の役割と責務＞ 

 

（執行機関の役割と責務） 

○ 執行機関は，市の事務を公正かつ誠実に管理し，

執行すること。 

○ 執行機関は，市長のもと，市民の意向の把握に

努めるとともに，執行機関相互に連携を図り，総

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言の整理 

 

 

 

文言の整理 

 

文言の整理 

 

 

 

 

文言の整理 

 

 

文言の整理 

 

 

 

 

 

 

 

文言の整理 

 

 

文言の整理 
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分科会検討結果 

（「条例に盛り込むべき事項」） 

構成の整理 

（分科会検討結果の順序の入替） 
文言の整理 備 考 

を提供しなければならないこと。〕 

 

 

 

〔・ 執行機関は，政策の立案，実施及び評価に当

たり，情報を積極的かつ速やかに提供するよう努

めることにより，市民との情報の共有を図るとと

もに，市民に分かりやすく説明する責任を果たさ

なければならないこと。〕 

 

（市長の責務） 

・ 市長は，市の代表者として，市民の信託にこた

え，公正かつ誠実に市政を執行すること。 

・ 市長は，効率的・効果的な行財政運営を行って

いくこと。 

 

 

 

 

（職員の責務） 

・ 職員は，全体の奉仕者として，公正かつ誠実に

職務を遂行すること。 

・ 職員は，効率的・効果的な行財政運営に努める

こと。 

 

・ 職員は，一体的な行政サービスの提供に努める

こと。 

・ 職員は，職務の遂行に必要な知識の習得及び技

能の向上のため，自己研鑽に努めること。 

・ 職員は，自らも地域の一員であることを自覚し，

市民とともにまちづくりの推進に配慮して職務を

遂行すること。 

 

 

 

 

政サービスを提供すること。 

 

 

 

○ 執行機関は，政策の立案，実施及び評価に当た

り，情報を積極的かつ速やかに提供するよう努め

ることにより，市民との情報の共有を図るととも

に，市民への説明責任を果たすこと。 

 

 

（市長の責務） 

○ 市長は，市の代表者として，市民の信託にこた

え，公正かつ誠実に市政を執行すること。 

○ 市長は，効率的かつ効果的な行財政運営を行っ

ていくこと。 

 

 

 

 

（職員の責務） 

○ 職員は，市民全体のために働く者として，公正

かつ誠実に職務を遂行すること。 

○ 職員は，効率的・効果的な行財政運営を行って

いくこと。 

 

 

 

○ 職員は，職務の遂行に必要な知識の習得及び技

能の向上のため，自己研鑽に努めること。 

○ 職員は，自らも地域の一員であることを自覚し，

市民としての責務を果たすとともに，協働による

まちづくりの推進に配慮して職務を遂行するこ

と。 

 

＜参画と協働＞ 

 

合的な行政サービスを提供すること。 

○ 執行機関は，市民全体の福祉の増進を図るため，

資源及び財源を有効に活用しながら，効果的かつ

効率的な行財政運営を行うこと。 

○ 執行機関は，政策の立案，実施及び評価に当た

り，情報を積極的かつ速やかに提供するよう努め

ることにより，市民との情報の共有を図るととも

に，市民への説明責任を果たすこと。 

 

 

（市長の責務） 

○ 市長は，市の代表者として，市民の信託にこた

え，公正かつ誠実に市政を執行すること。 

○ 市長は，市民全体の福祉の増進を図るため，資

源及び財源を有効に活用しながら，効果的かつ効

率的な行財政運営を行うこと。 

○ 市長は，職務の遂行に必要な知識の習得及び技

能の向上のため，自己研鑽に努めること。 

 

（職員の責務） 

○ 職員は，市民全体のために働く者として，公正

かつ誠実に職務を遂行すること。 

○ 職員は，市民全体の公共的な福祉の増進を図る

ため，資源及び財源を有効に活用しながら，効果

的かつ効率的に職務を遂行すること。 

 

 

○ 職員は，職務の遂行に必要な知識の習得及び技

能の向上のため，自己研鑽に努めること。 

○ 職員は，自らも地域の一員であることを自覚し，

市民としての責務を果たすとともに，協働による

まちづくりの推進に配慮して職務を遂行するこ

と。 

 

＜参画と協働＞ 

 

 

第１項から分離 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言の整理 

 

 

他と平仄を合わせ，文言を追加 

 

 

 

 

 

文言の整理 

 

 

９頁「執行機関の役割と責務」

へ移行 
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分科会検討結果 

（「条例に盛り込むべき事項」） 

構成の整理 

（分科会検討結果の順序の入替） 
文言の整理 備 考 

（協働の位置付け） 

・ 市民協働とは，市民，地域活動団体（非営利活

動団体を含む），事業者及び市が共通の目標を実現

するため，互いに情報を共有し合い，対等の立場

に立って，相互に信頼し，理解し及び尊重し合い

ながら，役割と責任を担い合い，互いの特性や能

力を発揮し合いながら連携及び協力して，効果的

に自治に取り組むことをいうこと。 

 

 

〔◎ 市民等は，地域でできること，又は自らでき

ることは，市民等自らが率先して行い，国及び地

方公共団体と適切に役割と責任を担い合い，自立

に努めなければならないこと。〕 

 

〔・ 市民は，地域での人と人との交流を大切にし，

自然に連帯感が醸成されるよう努めなければなら

ないこと。〕 

〔◎ 市民等は，地域コミュニティにおいて，自ら

が担い手であることを認識し，市民等の世代間及

び文化間の交流を通じ，地域を愛し，地域に貢献

する心が醸成されるよう努めなければならないこ

と。〕 

〔◎ 市民等は，人づくりの要となる子育てが地域

の連携の下に行われるよう協力していかなければ

ならないこと。〕 

 

 

〔◎ 地域主体のまちづくりを進めるに当たって

は，市民，地域活動団体（非営利活動団体を含む），

事業者や市等の各主体は，協力して，小学校区を

基本とする等の住民の生活圏に配慮した適正な地

域区分のもと取り組まなければならないこと。〕 

〔◎ 執行機関は，適正な地域区分に基づき，地域

の総合行政拠点を軸とした身近な地域での一層の

行政サービスの拡充及び市民との協働の推進等，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（地域コミュニティ） 

○ 市民等は，地域でできること，又は自らできる

ことは，市民等自らが率先して行い，国及び地方

公共団体と適切に役割と責任を担い合い，自立に

努めなければならないこと。 

 

○ 市民は，地域での人と人との交流を大切にし，

自然に連帯感が醸成されるよう努めなければなら

ないこと。 

○ 市民等は，地域コミュニティにおいて，自らが

担い手であることを認識し，市民等の世代間及び

文化間の交流を通じ，地域を愛し，地域に貢献す

る心が醸成されるよう努めなければならないこ

と。 

○ 市民等は，人づくりの要となる子育てが地域の

連携の下に行われるよう協力していかなければな

らないこと。 

 

（地域主体のまちづくり） 

○ 地域主体のまちづくりを進めるに当たっては，

市民，地域活動団体，非営利活動団体，事業者や

市等の各主体は，協力して，小学校区等を基本と

する等の住民の生活圏に配慮した適正な地域区分

を行いながら取り組んでいくこと。 

○ 執行機関は，適正な地域区分に基づき，地域の

総合的な行政拠点を軸とした身近な地域での一層

の行政サービスの拡充や，市民との協働の推進等，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（自助，互助，共助，公助） 

○ 市民は，自らできることは自ら，家庭，地域コ

ミュニティや地域活動団体の中でできることはそ

の中で，他の各主体と協力して対応しなければで

きないことは，各主体と適切に役割と責任を担い

合って行わなければならないこと。 

○ 市民は，地域コミュニティ及び地域活動団体が

自治の原点であることを認識し，地域コミュニテ

ィ及び地域活動団体がより強く，確かなものとな

るよう，世代や文化を超えてまわりの人々と対話

し，公共的課題を共有するとともに，その解決に

貢献するよう努めなければならないこと。 

 

 

○ 市民等は，人づくりの要となる子育てが地域社

会における各主体の連携の下に行われるよう協力

していかなければならないこと。 

 

（地域主体のまちづくり） 

○ 地域主体のまちづくりを進めるに当たっては，

各主体は協力して，小学校区等を基本とする等の

住民の生活圏に配慮した適正な地域区分を行いな

がら取り組んでいくこと。 

 

○ 執行機関は，適正な地域区分に基づき，地域の

総合的な行政拠点を軸とした身近な地域での一層

の行政サービスの拡充や，市民との協働の推進等，

４頁「定義」（協働）へ移行 

 

 

 

 

 

 

 

 

補完性の原則を追加 

文言の整理 

 

 

 

 

文言の整理 

 

 

 

 

 

 

 

文言の整理 

 

 

 

 

 

文言の整理 
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分科会検討結果 

（「条例に盛り込むべき事項」） 

構成の整理 

（分科会検討結果の順序の入替） 
文言の整理 備 考 

住民主体の地域づくりを進めなければならないこ

と。〕 

 

（協働の推進） 

・ 市は，市民の多様な参画の機会を整備しなけれ

ばならないこと。 

 

・ 執行機関は，市の基本的な政策等の策定に当た

っては，事前に案を公表して，市民の意見を募り，

それらの意見を考慮して意思決定しなければなら

ないこと。 

・ 執行機関は，市民にとって重要な施策を立案す

る際には，積極的に意見を聴取しなければならな

いこと。 

・ 執行機関は，市民の自主的な活動を尊重すると

ともに，協働によるまちづくりを推進するために

必要な施策を講じなければならないこと。 

 

（情報の共有） 

・ 市民，地域活動団体（非営利活動団体を含む），

事業者及び市は，個人情報の保護に配慮しつつ，

それぞれが保有する地域の課題及び地域の課題を

解決するための活動に関する情報の共有に努めな

ければならないこと。 

・ 執行機関は，政策の立案，実施及び評価に当た

り，情報を積極的かつ速やかに提供するよう努め

ることにより，市民との情報の共有を図るととも

に，市民に分かりやすく説明する責任を果たさな

ければならないこと。 

 

（審議会・懇談会） 

・ 執行機関は，附属機関等の委員の選任に当たっ

ては，その設置の目的に応じ，当該委員を公募し，

これに応じた者からも任命するよう努めなければ

ならないこと。 

 

住民主体の地域づくりを進めること。 

 

 

（協働の推進） 

○ 執行機関は，この条，次条（附属機関等）及び

次々条（住民投票）に定めるもののほか，市民の

多様な参画の機会を整備すること。 

○ 執行機関は，市の基本的な政策等の策定に当た

っては，事前に案を公表して，市民の意見を募り，

それらの意見を考慮して意思決定すること。 

 

○ 執行機関は，市民にとって重要な施策を立案す

る際には，積極的に意見を聴取しなければならな

いこと。 

○ 執行機関は，市民の自主的な活動を尊重すると

ともに，協働によるまちづくりを推進するために

必要な施策を講じること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（附属機関等） 

○ 附属機関や懇談会等（以下「附属機関等」とい

います。）の会議は，特段の理由がある場合を除き，

公開すること。 

○ 執行機関は，附属機関等の委員の選任に当たっ

ては，その設置の目的に応じ，委員を公募し，こ

住民主体の地域づくりを進めること。 

 

 

（協働の推進） 

○ 執行機関は，この条，次条（附属機関等）及び

次々条（住民投票）に定めるもののほか，市民の

多様な参画の機会を整備すること。 

○ 執行機関は，市の基本的な政策等の策定に当た

っては，事前に案を公表して，市民の意見を募り，

それらの意見を考慮して意思決定すること。 

 

 

 

 

○ 執行機関は，市民の自主的な活動を尊重すると

ともに，協働によるまちづくりを推進するために

必要な施策を講じること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（附属機関等） 

○ 附属機関や懇談会等（以下「附属機関等」とい

います。）の会議は，特段の理由がある場合を除き，

公開すること。 

○ 執行機関は，附属機関等の委員の選任に当たっ

ては，その設置の目的に適する場合，委員の全部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規範としての具体性に乏しく，

第２項と趣旨が重複するため削

除 

 

 

 

 

５頁「情報の共有」へ移行 

 

 

 

 

 

１０頁「執行機関の役割と責務」

へ移行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言の整理 
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分科会検討結果 

（「条例に盛り込むべき事項」） 

構成の整理 

（分科会検討結果の順序の入替） 
文言の整理 備 考 

 

 

（住民投票） 

・ 市長は，市政に係る重要な事項について，広く

住民の意思を確認する必要があると認めるとき

は，条例で定めるところにより，住民投票を実施

することができること。 

・ 住民投票を実施することを定める条例は，それ

ぞれの事案に応じ，住民投票に付すべき事項，投

票の手続，投票資格要件その他住民投票の実施に

必要な事項を定めるものとすること。 

・ 議会及び市長は，前２項の定めるところにより

住民投票を実施した場合は，その結果を尊重しな

ければならないこと。 

・ 個別の条例で定める投票資格要件は，「選挙権を

有する者」とすること。 

 

 

 

（地域自治，地区行政） 

◎ 地域主体のまちづくりを進めるに当たっては，

市民，地域活動団体（非営利活動団体を含む），事

業者や市等の各主体は，協力して，小学校区を基

本とする等の住民の生活圏に配慮した適正な地域

区分のもと取り組まなければならないこと。 

◎ 執行機関は，適正な地域区分に基づき，地域の

総合行政拠点を軸とした身近な地域での一層の行

政サービスの拡充及び市民との協働の推進等，住

民主体の地域づくりを進めなければならないこ

と。 

 

（総合的な市政運営） 

・ 市は，長期的な展望に立った総合計画を策定し，

総合的かつ計画的な市政運営を行わなければなら

ないこと。 

・ 執行機関は，市民の意向の把握に努めるととも

れに応じた者からも任命するよう努めること。 

 

（住民投票） 

○ 市長は，市政に係る重要な事項について，広く

住民の意思を確認する必要があると認めるとき

は，条例で定めるところにより，住民投票を実施

することができること。 

○ 前項の条例は，それぞれの事案に応じ，住民投

票に付すべき事項，投票の手続，投票資格要件そ

の他住民投票の実施に必要な事項を定めること。

 

○ 議会及び市長は，前２項の定めにより住民投票

を実施した場合は，その結果を尊重すること。 

 

○ 個別の条例で定める投票資格要件は，「選挙権を

有する者」とすること。 

 

＜市政運営の基本事項＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（総合的な市政運営） 

○ 市は，長期的な展望に立った総合計画を策定し，

総合的かつ計画的な市政運営を行うこと。 

 

 

または一部を公募すること。 

 

（住民投票） 

○ 市長は，市政に係る重要な事項について，広く

住民の意思を確認する必要があると認めるとき

は，条例で定めるところにより，住民投票を実施

することができること。 

○ 前項の条例は，それぞれの事案に応じ，住民投

票に付すべき事項，投票の手続，投票資格要件そ

の他住民投票の実施に必要な事項を定めること。 

 

○ 議会及び市長は，前２項の定めにより住民投票

を実施した場合は，その結果を尊重すること。 

 

 

 

 

＜市政運営の基本事項＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（総合的な市政運営） 

○ 市長は，長期的な展望に立った総合計画を策定

し，総合的かつ計画的な市政運営を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投票資格要件は個別条例で決定

すればよいため，削除 

 

 

 

１１頁「地域主体のまちづくり」

へ移行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言の整理 

 

 

９頁「執行機関の役割と責務」
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分科会検討結果 

（「条例に盛り込むべき事項」） 

構成の整理 

（分科会検討結果の順序の入替） 
文言の整理 備 考 

に，互いに連携を図り，総合的な行政サービスを

提供しなければならないこと。 

・ 執行機関は，総合計画の基本的な方向に沿って，

効果的かつ効率的に政策を推進しなければならな

いこと。 

 

（健全な財政運営） 

・ 市長は，財源を効果的かつ効率的に活用し，自

主的かつ自律的な財政運営を行うことにより，財

政の健全性の確保に努めなければならないこと。

 

・ 市長は，市民に分かりやすい財務に関する資料

を作成し，公表しなければならないこと。 

 

（市政運営評価） 

・ 執行機関は，施策，事業等の成果を市民に明ら

かにし，効果的かつ効率的な市政運営を行うため，

最もふさわしい方法により施策，事業等の評価を

実施し，その結果を公表しなければならないこと。

◎ 執行機関は，協働のまちづくりの趣旨にのっと

った行政運営が推進されるよう，協働のまちづく

りに関する評価制度の整備及び充実に努めなけれ

ばならないこと。 

 

（執行機関の組織） 

・ 執行機関の組織は，市民に分かりやすく，効率

的かつ機動的なものであるとともに，社会経済情

勢の変化及び市民のニーズに的確に対応するよう

編成されなければならないこと。 

・ 執行機関の組織は，別に条例で定めるところに

より，その公表を行わなければならないこと。 

 

 

（行政手続） 

・ 執行機関は，市民の権利利益の保護を図るため，

別に条例で定めるところにより，処分，行政指導

 

 

○ 執行機関は，総合計画の基本的な方向に沿って，

効果的かつ効率的に政策を推進すること。 

 

 

（財政運営） 

○ 市長は，財源を効果的かつ効率的に活用し，自

主的かつ自律的な財政運営を行うことにより，財

政の健全性の確保に努めること。 

 

○ 市長は，市民にわかりやすい財務に関する資料

を作成し，公表すること。 

 

（市政運営の評価） 

○ 執行機関は，施策，事業等の成果を市民に明ら

かにし，効果的かつ効率的な市政運営を行うため，

最もふさわしい方法により施策，事業等の評価を

実施し，その結果を公表すること。 

○ 執行機関は，協働のまちづくりの趣旨にのっと

った行政運営が推進されるよう，評価制度の整備

及び充実に努めること。 

 

 

（執行機関の組織） 

○ 執行機関は，その組織を，市民に分かりやすく，

効率的かつ機動的なものとし，社会情勢の変化及

び市民のニーズに的確に対応するよう編成するこ

と。 

○ 執行機関の組織については，別に条例で定める

ところにより，その公表を行うこと。 

 

 

（行政手続） 

○ 執行機関は，市民の権利利益の保護に資するた

め，別に条例で定めるところにより，処分，行政

 

 

○ 執行機関は，総合計画の基本的な方向に沿って，

効果的かつ効率的に政策を推進すること。 

 

 

（財政運営） 

○ 市長は，財源を効果的かつ効率的に活用し，自

主的かつ自律的な財政運営を行うことにより，財

政の健全性の確保に努め，市政が持続的に発展し

ていくよう努めること。 

 

 

 

（市政運営の評価） 

○ 執行機関は，施策，事業等の成果を市民に明ら

かにし，効果的かつ効率的な市政運営を行うため，

最もふさわしい方法により施策，事業等の評価を

実施し，その結果を公表すること。 

○ 執行機関は，協働のまちづくりの趣旨にのっと

った行政運営が推進されるよう，評価制度の整備

及び充実に努めること。 

 

 

（執行機関の組織） 

○ 執行機関は，その組織を，市民に分かりやすく，

効率的かつ機動的なものとし，社会情勢の変化及

び市民が必要とする行政サービスに的確に対応で

きるよう編成すること。 

 

 

 

 

（行政手続） 

○ 執行機関は，市民の権利利益の保護に資するた

め，別に条例で定めるところにより，処分，行政

へ移行 

 

 

 

 

 

 

 

 

市政の持続的発展を追加 

 

既に条例（宇都宮市「財政事情」

の作成及び公表に関する条例）

が存在していることから削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言の整理 

 

既に条例（宇都宮市人事行政の

運営等の状況の公表に関する条

例）が存在していることから削

除 
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分科会検討結果 

（「条例に盛り込むべき事項」） 

構成の整理 

（分科会検討結果の順序の入替） 
文言の整理 備 考 

及び届出に関する手続に関する基準を明らかに

し，公正で透明な行政手続の確保に努めなければ

ならないこと。 

 

（条例の制定及び活用） 

・ 市は，政策等を推進するため，必要な条例，規

則等を制定するとともに，執行機関は，法令の解

釈及び運用に当たっては，自治基本条例の趣旨に

のっとり，市民の福祉の増進を目的に行うよう努

めなければならないこと。 

 

（法令の遵守） 

・ 執行機関は，公正かつ民主的な市政運営を実現

するため，法令遵守体制を構築しなければならな

いこと。 

 

（国及び他の地方公共団体との連携及び協力） 

・ 市は，共通する課題を解決するため，国及び関

係地方公共団体と互いに連携を図りながら協力す

るよう努めなければならないこと。 

◎ 前項の場合において，特に県内における共通課

題の解決に当たっては，市は，県都として積極的

に連携及び協力を図るよう努めなければならない

こと。 

 

指導及び届出に関する手続に関する基準を明らか

にし，公正で透明な行政手続の確保に努めること。

 

 

（条例の制定及び活用） 

○ 市は，政策等を推進するため，必要な条例，規

則等を制定するとともに，執行機関は，法令の解

釈及び運用に当たっては，この条例の趣旨にのっ

とり，市民の福祉の増進を目的に行うよう努める

こと。 

 

（法令の遵守） 

○ 執行機関は，公正かつ民主的な市政運営を実現

するため，法令遵守体制を構築しなければならな

いこと。 

 

（国及び他の地方公共団体との連携及び協力） 

○ 市は，共通する課題を解決するため，国および

関係地方公共団体と互いに連携を図りながら協力

するよう努めること。 

○ 前項の場合において，特に県内における共通課

題の解決に当たっては，市は，県都としてのリー

ダーシップを発揮しながら積極的に連携及び協力

を図るよう努めること。 

 

指導及び届出に関する手続に関する基準を明らか

にし，公正で透明な行政手続の確保に努めること。 

 

 

（条例の制定及び活用） 

○ 執行機関は，法令の解釈及び運用に当たっては，

この条例の趣旨にのっとり，市民の福祉の増進を

目的に行うよう努めること。 

 

 

 

（法令の遵守） 

○ 執行機関は，公正かつ民主的な市政運営を実現

するため，法令遵守体制を構築しなければならな

いこと。 

 

（国及び他の地方公共団体との連携及び協力） 

○ 市は，共通する課題を解決するため，国および

関係地方公共団体と互いに連携を図りながら協力

するよう努めること。 

 

 

 

 

 

 

文言の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道州制の導入により，変化が予

想されることから，削除 

 

 


